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仕事と生活のバランスを！ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
◇「労働時間適正化キャンペーン」を実施！  

「労使の協力で進めよう 労働時間の適正化」 

11月は「労働時間適正化キャンペーン」期間です。長時間労働や、これ

に伴う問題の解消を図り、働くことにより労働者が健康を損なうことや労

働基準法に違反する賃金不払残業を起こさないように、労使一体となって

時間外・休日労働の削減への取り組みや労働時間の適正な把握と管理を行

いましょう。 また、長時間労働者に対する医師による面接指導などの健康

管理も適切に行いましょう。 

本キャンペーン中、11月 21日（土）午前９時から午後５時、全国一斉「労働時間相談ダイ

ヤル」 (無料) ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ ０１２０－７９４－７１３ が設けられます。 

◇岩手県最低賃金が変わりました！ 
岩手県最低賃金 １時間 ６６６３３３１１１円   

平成２１年１０月４日発効              

特定の業種につては、産業別最低賃金が定められています。 

詳しいことは、最寄の労働基準監督署又は岩手労働局労働基準部 

賃金室にお問い合わせ下さい。 

◇労働保険適用促進月間(11月 1日～11月 30日) 
   「一人でも雇ったら、入ろう。労働保険。」 

社員・パート・アルバイトなど、一人でも労働者を雇っている会社は、 

原則として労働保険の適用事業場となり、事業主は加入手続を行い、労 

働保険料を納付しなければなりません！     

◇労働災害発生状況（平成2１年１月～１０月）   
・ 死亡労働災害 ：  ３ 件（前年同期比 ＋ １ 件）    
・ 休業４日以上 ： ７６ 件（前年同期比 －１１ 件） 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
二戸・久慈地域産業保健センターを活用してみませんか？ 
無料で健康相談に応じます。０１９５―２３―４４６６まで 

このニュースへのお問い合わせは 二戸労働基準監督署 ℡０１９５－２３－４１３１まで。 

 

 

 

 


